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横浜市緑公会堂指定管理業務 仕様書 

 

１ 趣 旨 

本仕様書は、横浜市公会堂条例第５条に基づく指定管理者の公募にあたり、区民の集会その他各種

行事の用に供する目的をもった場であるという、公会堂の設置理念に基づき行う管理運営業務（以下「本

業務」という。）の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 公会堂の管理に関する基本的な考え方 

本業務を遂行するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

(1) 公会堂の設置理念に基づき管理運営を行うとともに、区政運営上必要とされる公会堂の役割を理

解し、地域の活性化を図るため、積極的にその役割を担うよう努めること。 

(2) 公会堂は公の施設であり、その利用に際しては平等かつ公平な取扱いを行うこと。 

(3) 質の高いサービスの提供と効率的な業務の執行により、施設の特性を最大限活用できるよう、創

意工夫に基づく効果的な管理運営を目指すこと。 

(4) 区民や利用者の意見・要望等を真摯に受け止め、利用者サービスの向上に努め、施設の利用促進

を図ること。 

(5) 建物、建物以外の工作物、土地及び設備（以下、「施設及び設備」という。）内容を充分に把握し

たうえで、すべての施設及び設備を清潔かつその機能を正常に保持し、利用者が快適で安全に利用

することができるよう適正な維持管理を行うこと。 

(6) 個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行

を図ること。 

(7) 管理運営費の節減に努めること。 

 

３ 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 法令等の遵守 

本業務を遂行するに当たっては、次の各項に掲げる法令等その他の関係する法令等を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

(3) 横浜市公会堂条例（昭和 28年横浜市条例第１号。以下「条例」という。） 

(4) 横浜市公会堂条例施行規則（昭和 28年横浜市規則第７号。以下「規則」という。） 

(5) 横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号） 

(6) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び横浜市個人情報の保護に関する条例

（平成 17年２月横浜市条例第６号） 

(7) 施設及び設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物における

衛生的環境の確保に関する法律等） 

(8) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派

遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等） 
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(9) 環境関係法令等（エネルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法

律、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律等） 

(10) 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年 12月神奈川県条例第 75号）及び横浜市暴力団排除条例（平

成 23年 12月横浜市条例第 51号） 

(11) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28 年法

律第 68号） 

(12） 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65条） 

(13） 健康増進法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 78号） 

 

５ 本業務の内容 

(1) 施設の運営に関すること。 

ア 職員の雇用等に関すること。 

(ア) 館長１名を配置すること。 

(イ)  必要な人数の常勤職員及び非常勤職員を配置すること。 

※ なお、施設管理等に関する専門業務について、委託によらず施設職員が担当する場合は、

各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置してください。 

(ウ) 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。 

(エ) 開館時間中は、常時２名以上の体制をとること。 

(オ) 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

(カ) 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。 

（キ） 指定管理者は、職員を雇用する際には、あらかじめ雇用労働条件等についてしっかりと協

議し、合意の上で労働契約を行うこと。 

イ 利用料金に関すること 

(ア) 利用料金の設定 

指定管理者は、条例に定める額の範囲内で、市長の承認を得て利用料金を設定すること。

利用料金の設定の際には、書面にて市長に申請し、その承認を得なければならない。 

指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに６ヶ月を越える周知期

間を設けなければならない。ただし、指定当初に既存料金の変更無く利用料金の申請を行う

場合は、承認後、利用者等に対し速やかに周知を行うものとする。 

(イ) 利用料金の管理 

指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理するものとする。 

(ウ) 利用料金の減免 

行政の利用等の場合には、条例及び規則に基づき、利用料金の減免を行う。 

ウ 施設の利用に関すること。 

(ア) 利用の許可に関すること。 

・指定管理者は、必要な情報収集に努めるとともに、利用申請者等に対し施設の利用許可に

関する取扱いについて、きちんと説明を行い、理解を得ること。 

・指定管理者は、施設の利用許可に関する取扱いについて、職員に周知・徹底を図ること。

また、職員に対し必要な研修を行うこと。 

(イ) 利用の受付、利用調整に関すること。 
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(ウ) 利用者への施設・設備の貸出、利用相談、利用支援に関すること。 

エ 利用要綱の策定に関すること。 

オ 自主事業の計画、実施に関すること。 

カ 広報・ＰＲ、情報提供に関すること。 

キ 事業計画、事業報告及び利用統計に関すること。 

ク 新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策に関すること 

指定管理者は、国・神奈川県及び横浜市の方針に則り、新型コロナウイルス感染症等拡大防止

に係る利用制限や利用制限の緩和等の適切な対応を行うこと。 

同時に、施設利用者が安全・安心に施設を利用することができるよう、国・神奈川県・各業種

別団体等が感染拡大状況に応じて策定しているガイドライン及び横浜市の方針を遵守し、感染症

拡大防止対策を適切に講じること。 

ケ その他施設の庶務事務に関すること。 

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

ア 施設及び設備の管理全般に関すること 

(ア) 指定管理者には、施設及び設備を常に良好な状態に保ち、快適で安全な利用環境を保持し、

財産の保全と利用者及び職員の安全確保を図ることが求められる。このため、施設及び設備

について、関係法令に従い保守点検を行うほか、建物の破損及び汚損に対する予防保全に努

め、日常の点検を行うものとする。 
(イ) 指定管理者はあらかじめ維持管理計画書を作成し、区に提出すること。 

（※維持管理業務一覧（参考例）） 

 (ウ) 施設及び設備に不具合を発見した際には、速やかに区に報告するものとし、施設の運営に

支障をきたさないよう直ちに保全措置をし、その結果について区に報告すること。 
(エ) 自家用電気工作物を有する施設にあっては、指定管理者は、電気事業法その他の法令等に

基づき、必要な管理体制を整えること。 

(オ) 指定管理者は、横浜市の「維持保全の手引」及び「施設管理者点検マニュアル」に基づき、

施設及び設備の定期的な点検を行い、結果について区への報告を行うこと。 

(カ) 区庁舎との併設施設のため、共用部分の管理については、別の定めによること。 

イ 緊急時の対応等に関すること 
(ア) 指定管理者は、防災、防犯及び事故等の予防のため、あらかじめ具体的計画を記載したマ

ニュアルを作成するなど、防災等の体制を整えること。また、防火管理者を選任した上で消

防計画書を作成し、所轄の消防署に届出を行うこと。 
(イ) 指定管理者は、災害、事件、事故、急病等の緊急事態に備えあらかじめ緊急時対応マニュ

アルを作成し、職員への必要な訓練を行うと共に、緊急事態が発生した場合、速やかに必要

な措置を講じ、区を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報すること。 
(ウ) 公会堂は、横浜市防災計画及び緑区防災計画に基づき、地震などの災害時等には、災害対

策本部支援施設その他の用途で使用するため、指定管理者は、その開設及び運営等に協力す

る必要がある。このため、別途区と「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締

結の上、横浜市の「指定管理者災害対応の手引き」に従いあらかじめ必要な体制整備等を行

わなければならない。 

また、現段階では、横浜市防災計画に位置づけがない場合でも、危機発生時の状況によっ
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ては、随時、施設に協力を求める可能性があり、指定管理者はそれに協力するよう努めなけ

ればならない。 
ウ 事故等への対応・損害賠償について 
 指定管理者は、施設で発生した事故等への損害賠償等の対応について、次のとおり義務を負う

ものとする。 
(ア) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設（横浜市）や第三者に損害を与えた場合は、

指定管理者においてその損害を賠償すること。 

(イ) 指定管理者は損害保険会社により提供されている指定管理に対応した施設賠償責任保険

に加入し、当該保険金により損害賠償責任に対応するものとする。なお、対人保障の保険金

額は１億円以上とし、横浜市を追加被保険者とするものとする。 
(3) 個人情報保護、守秘義務及び業務に関する情報の公開に関すること。 

ア 指定管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する

法律についてのガイドライン（通則編）に基づき、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を整備

するほか、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例その他秘密保持

に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなけれ

ばならない。 

イ 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

ウ 団体登録や自主事業等に際し利用者から収集する個人情報は、必要最小限のものとし、その取

扱いについては、十分注意すること。また、職員に対し必要な研修を行うこと。 

エ 指定管理者が、個人情報の保護に関する法律第２条第５項の「個人情報取扱事業者」である場

合は、同法の定める義務規定を遵守しなければならない。 

オ 指定管理者は、本業務の実施により知り得た秘密及び横浜市の行政事務等で一般に公開されて

いない情報を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

カ 指定管理者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、その委託先又は請負

先に対しても、その業務にあたり本項の規定を遵守する必要があることを周知しなくてはならな

い。 

キ 指定管理者は、横浜市が示す「保有個人データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して

「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなけれ

ばならない。 
ク 指定管理者は、本業務に関する情報の公開について、横浜市が示す「指定管理者の情報公開に

関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければ

ならない。 

(4) 意見・要望への対応 

電話やＦＡＸその他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を

整え、区に適切に報告すること。また、意見・要望の対応結果について公表しなければならない。 

(5) 運営改善の取組に関すること。 

ア 利用者アンケートその他により地域や利用者のニーズを把握し、利用者サービスの向上に努

めること。 

イ 利用状況等の動向を分析し、必要な運営の見直しを行うなどにより、利用者数の拡大や稼働

率の向上等、施設の利用促進を図ること。 
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ウ 指定管理者は、そのノウハウや創意工夫を活かし、利用者サービス向上、利用促進及び指定管

理料削減に繋がる新たな運営改善の取組を区に提案することができる。 

エ 指定管理者は、上記運営改善の取組を行おうとする場合、あらかじめ区とその内容、必要な手

続等について協議しなければならない。 

 

６ 経費等について 

(1) 収支の考え方 

ア 収入 

(ア) 施設運営収入（様式３の【ア】） 

ａ 利用料金 

 指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自らの収入とすることができる。 

 利用料金収入見込額を超えて収入があった場合は、指定管理者の収入とすることができ

る。収入見込額に不足額が生じた場合には、指定管理者がその額を補填する。 

 指定管理者の収入となる利用料金は指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。 

※ 利用料金収入見込額は、過年度の実績に基づく減免相当分を見込んで計算すること。 

ｂ その他収入 

指定管理者が、自らの提案により実施する事業、その他上記ａ及び下記「指定管理料」

以外の収入 

（例：自販機売上手数料、コピー代、物販・広告事業収入、預金利息など。）     

(イ) 指定管理料（様式３の【イ】） 

「施設管理運営経費【ウ】」から「施設運営収入【ア】」を減じた額を指定管理料として支

払うものとする。 

指定管理料は別に区が指定する上限額の範囲内で提案すること。 

指定管理料【イ】＝ 施設管理運営経費【ウ】－ 施設運営収入【ア】 

※ 賃金水準の変動への対応については、提案された人件費のうち給与等賃金水準の変動によ

る影響を受けるものを、賃金水準の変動に応じて見直すことで、２年目以降の指定管理料に

反映する。（以下、この仕組みを「賃金水準スライド」という。） 

そのため、収支予算書等に記入する人件費のうち給与等、賃金水準スライドの対象とな

るものについては、基礎単価と各年度の配置予定人員を乗じた額を記入すること。 

なお、賃金水準スライドの対象外の人件費については、必要額を積算して記入すること。 

賃金水準スライドの詳細については、「指定管理者制度における賃金水準スライドの手

引き」参照のこと。 

イ 支出 

(ア) 施設管理運営経費（様式３の【ウ】） 

 指定管理者が行う維持管理・運営業務に伴う、指定管理者の人件費、事務費、事業費、光

熱水費、警備業務・設備保守点検業務・清掃業務等を外部委託した場合の委託費、修繕費、

保険料、一般管理費その他の全ての経費が含まれる。 

 指定管理者が自らの提案により実施する物販・広告等の事業のために市に納入する行政財

産目的外使用料もここに含まれる。 

(2) 経費の支払 
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指定管理料は、応募時の提案額に基づき会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに横浜市

予算の範囲内で、区と指定管理者が協議を行い決定する。 

指定管理料の額、支払時期、方法等は、毎年度、年度協定にて定めるものとする。 

なお、指定管理料提案書に区が示した指定管理料の上限額については、財政の状況により変更と

なる場合があり、必ずしも上限額を保証するものではありません。 

(3) 管理口座 

指定管理業務に関する事業経費は、団体自体の口座とは別の口座で管理すること。 

指定管理者が指定期間外の利用に係る利用料金（利用の許可の取消しを申し出た場合に返還しな

かった利用料金も含む）を収受した場合は、通常の管理口座とは別の口座を設け、これを管理する

とともに、区又は区が指定する指定管理者に対し、円滑に引継ぎを行うものとする。 

(4) 経費の執行 

ア 経費の執行については、申請団体からの予算提案額に基づき年度協定書で定めた額の中で、予

算費目ごとに管理、執行することとする。 

イ 施設及び設備等（備品含む）の修繕等について、１件につき 60万円未満（消費税及び地方消費

税含む）のものについては、年間の合計金額が 200万円（消費税及び地方消費税含む）の範囲内

で、指定管理者が自己の費用と責任により実施することとする。なお、年間の合計金額が 200万

円を超えた部分の取扱いについては、横浜市と指定管理者の協議により定めることとする。ただ

し、指定管理者が、横浜市との協議に基づき指定期間終了後の買取りは求めないことを条件に、

執行する場合はこの限りでない。 

ウ 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ、区の承諾を得た場合は、この限りではない。業務の一部を再委託する場合は、委託

先及び契約金額を区に届け出ること。 

エ 事務経費 

施設の運営に関する本部事務経費を計上する場合は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を、

人件費、事務費、管理費の総額との割合より勘案し、算出すること。 

(5) 経理規程 

指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

 

７ 物品の管理等 

(1) 指定管理者は、本業務実施の用に供するため、別添「物品管理簿」に示す施設の備品を管理する。 

(2) 指定管理者が本業務会計（指定管理料、利用料金収入や雑収入などの全ての収入）において備品

を購入した場合、備品は区に帰属するものとし、区に寄贈願を提出する。本業務会計によらず、指

定管理者が自己の負担により任意に購入した備品については、指定管理者に帰属するものとする。 

(3) 指定管理者は、指定期間中、施設の備品を常に良好な状態に保たなければならない。 

(4) 指定管理者は、指定管理期間中、施設の備品を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三

者に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはならない。 

 

８ 開業準備及び業務の引継 

(1) 指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修

等を行うこと。また、本業務を遂行するために許認可が必要となる場合は、指定管理者の責任及び



7 

費用において取得すること。なお、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、施設の視察を申

し出ることができる。 

(2) 業務の開始にあたっては、現に施設を利用している利用者、利用団体等の利用の継続性を妨げな

いよう配慮すること。 

(3) 指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行でき

るよう、引継ぎを行うこと。 

(4) 指定管理者は指定期間の終了までに、指定開始日を基準として施設を原状に回復し、区に対して

施設を明け渡さなければならない。ただし、区が認めた場合には、施設の原状回復を行わず、別途

区が定める状態で管理物件を明け渡すことができるものとする。 
(5) ウェブサイトのアドレス（ＵＲＬ）は、新指定管理者に引き継ぐこと。引継ぎが困難な場合は、

アドレスが変更になった旨を旧サイトに掲載し、一定期間（概ね１年間）新サイトに利用者を誘導

するよう努めること。 

 

９ 業務を実施するにあたっての注意事項 

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

(1) 公平性の確保、人権の尊重 

ア 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利あ

るいは不利になる運営をしないこと。 

イ 施設の運営にあたっては、利用者の人権の尊重を基本とすること。また、職員に対し必要な研

修を行うこと。 

(2) 横浜市施策への協力、関連施設・機関等との連携 

ア 横浜市の施策としての事業に、積極的に取り組むよう協力すること。 

イ 緑区役所及び緑区内にある他の区民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

ウ 指定管理者は、区が出席を要請した会議等には、出席をすること。また、適宜、連絡調整会議

を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図ること。 

エ 合築施設にあっては、本業務を実施するにあたり、相手方施設との協力、調整を怠らないこと。 

(3) その他 

ア 職員の雇用にあたっては、労働基準法その他の労働関係法令を遵守すること。 

イ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、区と協議を行うこと。

各種規定等がない場合は、横浜市の諸規定に準じて業務を実施すること。 

ウ 施設あての文書類は、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定め保管すること。 

エ 他の地方公共団体の職員による視察、見学等については、原則として指定管理者が対応するこ

と。 

  オ ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、全ての人が安全かつ適切

に情報を得られるよう、セキュリティを確保するとともに、「ウェブアクセシビリティ仕様書」に

基づき、「JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA」に準拠したアクセシビリティに配慮すること。 

 

10 業務の実施計画及び実施状況の確認 

(1) 事業計画書等の作成・提出 

指定管理者は、毎年度当初に事業計画書及び収支予算書を作成し、区に提出すること。また、前
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年度の区が指定する期日までに次年度事業計画書及び次年度収支予算書（案）を作成し、区に提出

すること。作成に当たっては、区と調整を図ること。 

(2) 事業報告書等の作成・提出 

指定管理者は、毎年度終了後２か月以内に事業報告書を提出し、区の確認を得なければならない。

また、区が指定する期日までに収支決算書を提出し、区の確認を得なければならない。 

(3) 運営目標の設定 

   指定管理者は、ＰＤＣＡサイクルを活用して、施設運営の持続的な改善を行うこと。 

   事業計画書作成の際には、運営目標を具体的な指標として設定し、年度末の振り返り時には目標

と実績との差異を踏まえて改善計画を策定し、次年度の目標設定に生かすものとする。 

(4) 事業計画書及び事業報告書等の公表 

指定管理者は、事業計画書、収支予算書、事業報告書及び収支決算書等を公表するものとする。

また、本業務を終了するまでの間、写しを保管し、市民からの求めがあったときは、施設窓口にお

いて閲覧に供しなければならない。 
(5) 利用統計 

指定管理者は、指定された様式に基づき、各月ごとの施設の利用状況に係る統計を作成し、区に

提出しなければならない。 

 

11 業務の評価、点検等 

(1) 自己評価 

指定管理者は、自らの管理運営が、施設の設置目的や協定書、仕様書等に沿って行われているか、

指標に対する目標値を達成しているか、利用者のニーズに合致したものとなっているか確認するた

め、年１回以上、自己評価を行わなければならない。 

自己評価は、指定管理者の提案内容、毎年度設定している運営目標及び利用者アンケート等の利

用者からの意見・要望に基づき、横浜市が定める様式を用いて行うものとする。 

指定管理者は、自己評価の結果必要があると認められる場合、区と協議の上業務の改善策を検討

して、改善計画を策定するとともに、速やかに実行しなければならない。 

指定管理者は、自己評価の結果、改善計画及び改善結果を区に報告し、また公表しなければなら

ない。 

(2) 第三者評価 

横浜市では、客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を行い、

サービスの質の向上等を図ることを目的として、第三者評価の受審を指定管理者の義務としている。 

指定管理者は、横浜市が定めた共通評価基準に基づき、横浜市が認定した民間評価機関による評

価を受けること。 

なお、受審については、指定開始から２～３年目に行うことを原則とし、実施時期は区と調整す

るものとする。また、受審に伴う費用（20 万円（消費税及び地方消費税を含まず））は指定管理者

の負担とする。 

指定管理者は、第三者評価の結果、業務の遂行について改善すべき点等が指摘された場合、区と協議

の上業務の改善策を検討するとともに、速やかに実行しなければならない。 

指定管理者は、第三者評価の結果及び改善状況を区に報告し、また公表しなければならない。 

(3) 業務点検 
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ア 区は、指定管理者の業務が、仕様書や提出された事業計画書、指定管理者と締結する協定書等

に基づいて執行されていることを確認するため、書面報告、実地調査、ヒアリング等により業務

点検を行うものとする。 

主な点検内容は次の通りとする。 

(ア) 利用料金収入、利用者等の実績、部屋別稼働率 

（イ） 収支状況 

(ウ) 運営体制 

(エ) 施設の管理状況、修繕の実施状況、備品管理状況 

（オ） 運営目標に対する実績及び自己評価結果と改善計画 

（カ） 広聴、ニーズ対応の状況 
(キ) 利用方法、個人情報保護、緊急時対策、情報公開等の状況 

(ク) 財務状況、市税の納付状況 

など 

イ 業務点検の結果、指定管理者による業務実施内容が必要な条件を満たしていない場合、あるい

は第三者評価による指摘事項が速やかに改善されない場合、区は指定管理者に対して業務の改善

を指示するものとする。指定管理者は、改善指示を受けた場合、区に対して改善策を提示すると

ともに、速やかに実行し、その結果を報告しなければならない。また、区は、業務点検の結果を

公表するものとする。 

(4) 業務の基準を満たしていない場合の措置 

区は、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な措置を講

じるよう指示を行う。それでも改善が見られない場合、横浜市は地方自治法第 244 条の２第 11 項

に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。 

この場合、横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。また、指定管理者は、次期

指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営を行うことができるよう、必要な引継ぎを行うものとする。 

 

12 横浜市中小企業振興基本条例を踏まえた取組の実施  

横浜市では、平成 22 年４月１日より本条例を施行し、市内中小企業への優先発注の徹底に努めて

いる。  

指定管理者においても、本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の発注、物品及び役務の調達等にあたって

は、市内中小企業への優先発注に努めるものとする。  

なお、横浜市は本施策の取組状況を確認するため、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況に

ついての調査を実施する場合がある。  
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13  財務状況の確認  

安定的な管理運営が確保されているかを確認するため、横浜市は年度に１回、指定管理者となっ

ている団体（共同事業体においては各構成団体）について選定時と同様の財務状況確認を行ってい

る。そのため、各団体は、財務諸表等の財務状況について確認できる書類を提出しなければならな

い。 

 

14 リスク分担 

指定期間内における主なリスク分担については、別紙２のとおりとする。これ以外のリスクに関す

る対応については、別途協議のうえ決定するものとする。 

 

15 協議 

(1) 指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、特記仕様書の規定に従い業務を行うこと。 

(2) 本仕様書及び特記仕様書及び協定書に定めの無い事項又はその記載事項の解釈に疑義が生じた

場合は、区と協議し決定すること。 



仕様書（別紙１） 

個人情報取扱特記事項 

 

（平成27年10月） 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した



仕様書（別紙１） 
個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持

ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 



仕様書（別紙１） 
 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 



仕様書（別紙１） 
（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先）  

横浜市長 

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４）  
 



仕様書（別紙１） 
（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 

 



リスク分担表 （仕様書 別紙２）

リスクの種類 内容 横浜市 指定管理者

指定管理者が行う管理運営業務に直接影響を及ぼす法令等の変更

指定管理者自らの団体運営に影響する法令変更 ○

その他の法令変更

物価 指定後のインフレ・デフレ ○※１

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ○

金利 金利の変動 ○

資金調達 必要な資金確保 ○

不可抗力※２ 不可抗力による業務の変更、中止、延期、事件事故

申請コスト 申請に要する費用の負担 ○

調査 事業の実現可能性等の調査 ○

施設競合 他施設との競合による利用者減、収入減 ○

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況の発生 ○

運営費の増大 横浜市以外の要因による運営費の増大 ○

施設の損傷
指定管理者の管理上の瑕疵による建物、設備機器等の損傷及び指定管理
者に属する備品の損傷

○

1件税込60万円未満 ○

1件税込60万円以上 ○

管理上の瑕疵による
火災等事故

管理上の瑕疵による火災等事故 ○

債務不履行 施設設置者（横浜市）の協定内容の不履行 ○

指定管理者による業務
又は協定内容の不履行

指定管理者による業務又は協定内容の不履行 ○

性能リスク 提供するサービスの協定書要求水準不適合 ○

近隣対策
本業務に起因する公害、生活環境の阻害あるいは利用者等による迷惑行
為等

○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

上記以外のもの

指定管理者に帰責事由があるもの ○

上記以外のもの

組織再編行為等 指定管理者の組織再編行為等により市に発生する費用 ○※３

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○

市会議決 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延期 ○

協議事項

修繕

※１　著しい物価変動が発生し、収支計画に多大な影響を与えるものについては、別途協議する。
※２　暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキなど
※３　①次期指定管理者指定のために開催する選定委員会等の委員に支払う報酬等の費用
　　 　②組織再編行為等への対応のために必要となった弁護士等の専門家への相談に要する費用

法令などの変更

協議事項

利用者等への
損害賠償

協議事項

管理運営内容の
中断・中止・変更

許認可等

協議事項

協議事項



参考資料

業務 内容 頻度

建物設備維持管理
包括管理
運転監視
日常巡視点検

毎日

設備総合巡視点検 設備巡視点検 １回/月

巡視点検 １回/月

定期点検 １回/年

非常用発電機点検 定期点検 2回/年

直流電源装置点検 定期点検 2回/年

UPS装置（無停電電源装置）点検 定期点検 1回/年

中央監視装置点検 定期点検 1回/年

空調自動制御点検 定期点検 2回/年

巡視点検 １回/月

定期点検 2回/年

熱源機器等点検 定期点検 2回/年

ボイラー点検 定期点検 1回/年

簡易点検 四半期ごと

定期点検
1回/年(50kw以上)
1回/3年（7.5ｋｗ～50ｋｗ未満）

受水槽及び高置水槽清掃 定期清掃 1回/年

1回/6か月

1回/年

給水栓残留塩素検査 検査 1回/週

空気環境測定 測定 1回/2月

清掃等 大掃除 1回/6か月

ねずみ・昆虫等防除 調査 1回/6か月

汚水槽・雑排水清掃 定期清掃 2回/年

ウォータークーラー 水質検査 1回/年

レジオネラ菌分析 水質検査 2回以上/年

グリストラップ等の清掃 定期清掃 4回/年

消防用設備点検 定期点検 2回/年

防火対象物定期点検 定期点検 1回/年

放送設備点検 定期点検 1回/年

ガス監視装置点検 定期点検 1回/年

電話交換機点検 定期点検 １回/月

電気時計点検 定期点検 1回/年

定期点検 １回/月

定期点検 1回/年

自動ドア点検 定期点検 4回/年

監視カメラ点検 定期点検 1回/年

舞台音響設備点検 定期点検 2回/年

舞台設備点検 定期点検 2回/年

雨水処理装置点検 定期点検 2回/年

非常通報装置点検 定期点検 2回/年

機械警備点検 常時

日常清掃 毎日

定期清掃 １回/月

雨水槽清掃 定期清掃 1回/3年

植栽剪定・草刈 2回/年

運転監視業務 常時

小破修繕 随時

＊ 上記点検以外に施設に特種な設備がある場合は必要に応じて点検を行う。
＊ 点検回数は法的制約以外は目安であり施設規模や機器によって異なる。
＊ ビル管理法の適用については特定建築物（特定用途の延べ面積3,000㎡以上）に該当する場合は義務付けとする。
※ 建築基準法第12条に基く建築物及び設備の点検は原則本市で行うため、指定管理業務には含まない。

（昇降機の12条点検のみ指定管理者が行う）

維持管理業務一覧（参考例）

フロン漏えい点検
フロン排出抑制法により

根拠

空調設備点検

衛
生
管
理

ビル管理法により（省略不可11項目、重金属等項目5項目）

厨房などの排水設備の清掃

電
気
・
機
械
設
備

消防法上、電気事業法上の点検
専門メンテナンス業者による委託

電気設備点検（高圧受電以上）

消防法第8条の2の2に基づくもの

ビル管理法により

検査飲料水水質検査

ビル管理法により

健康福祉局より指導

定期に実施　健康福祉局より指導　冷却塔の水質検査

ビル管理法により

ビル管理法により

ビル管理法により（消毒副生成物12項目）

ビル管理法により

自動ドアの専門メンテナンス

剪定・除草

音響装置の専門メンテナンス

電気時計の専門メンテナンス

交換機の専門メンテナンス、電話も含む

建築基準法第12条に基づくもの

舞台設備（照明・緞帳等）の専門メンテナンス

大規模な施設において常時職員が常駐し、電気機械設備
のメンテナンスを行う。

場内、庁舎内の清掃、ガラス清掃、外溝・排水ます清掃
照明器具清掃

水槽の清掃

装置の専門メンテナンス
夜間時や休庁時の警備を自動通報装置にて警備会社へ連絡す
る

空調自動制御の専門メンテナンス

電気事業法上の電気主任技術者業務
関東電気保安協会等による委託

規模の大きな施設の場合の監視制御装置の専門メンテナ
ンス業者による委託

UPS装置の専門メンテナンス

直流電源装置の専門メンテナンス

清
掃
等

建
物
等

消防法上の点検
消防設備点検資格業者による点検

巡視点検　フィルターの清掃　設備巡視点検業者

冷温水器・ターボ冷凍機・ヒートポンプ・冷却塔・蓄熱槽等

清掃業務

監視カメラの専門メンテナンス

ボイラー（圧力容器）の専門メンテナンス
定期自主検査　2回/月

水道法及びビル管理法等により

夏冬切替　空調の専門メンテナンス

交換機の専門メンテナンス

ガス漏れ警報機の専門メンテナンス

法令点検
エレベータ・エスカレータ等の専門メンテナンス業者による委託昇降機点検

放送設備の専門メンテナンス



災害時等における施設利用の協力に関する協定（案） 

 
 横浜市緑区（以下「甲」という。）と〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）との間において、

次のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 

第１条 この協定は、横浜市内に地震若しくは風水害その他の災害等が発生した又は発生

するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、乙が管理する施設（以下「施

設」という。）を利用して、横浜市防災計画及び緑区防災計画（以下「防災計画」とい

う。）に基づき、乙が管理する施設の取扱について必要な事項を定めるものとする。 
（対象施設） 

第２条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。 
 所在地  横浜市緑区寺山町 118 番地 
 施設名  横浜市緑区公会堂 
（協力要請） 

第３条 災害等の発生により、警察署の庁舎が損壊し、その機能を発揮できず、警察署業

務遂行に支障が出た場合は、警察署の要請に基づき、甲は乙に対して施設の利用につい

て協力を要請する。 
２ 甲は、警察署として使用しない場合おいても、前条で規定する施設を補完施設として

利用する必要あるとき、乙に対して協力を要請する。 
３ 乙は、第１項・第２項の要請を受けた際は、業務に支障のない範囲内において施設利

用について協力するものとする。 
４ 乙は、災害時等において緊急に対応することが必要であると認められるときは、自主

的な判断に基づき、前条で規定する施設を開放し、甲に協力する。 
（補完施設） 

第４条 前条第２項の補完施設とは、次に掲げる場合の補完的な施設及び避難場所等とし

て、あらかじめ災害時等における用途を特定せず、柔軟に活用する施設とする。 

  (1) 避難者が多数で地域防災拠点又は指定緊急避難場所だけでは収容しきれない場合 

    （補充的な避難場所） 

  (2)  避難者が少数で地域防災拠点に避難所を開設するまでに至らない場合 

   (3)  地域防災拠点又は社会福祉施設では要援護者の受入が不十分な場合（福祉避難所） 

  (4) 鉄道の運行規制等が長時間になり帰宅困難者が発生した場合 

    （帰宅困難者一時滞在施設） 

   (5)  その他甲が特別に認める場合 

（連絡体制） 
第５条 第３条第１項・第２項で規定する甲の要請は、施設を所管する区局の長の名によ

り当該施設の施設長に対して行う。 



２ 前項の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。 
（協力体制） 

第６条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくも

のとする。 
２ 前項の内容に変更が生じた場合、乙は、甲に報告するものとする。 
（発災時の対応） 

第７条 乙は、災害時等において速やかに、警察署又は補完施設としての機能を果たせる

よう施設の開錠など必要な措置を講じるものとする。 
２ 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、補完

施設の開設及び運営に協力するものとする。 
３ 災害時等に、甲が補完施設として開設した施設の管理運営は、必要に応じ職員を派遣

するなどして、甲が責任をもってあたるものとする。 
４ 甲の職員到着までは、施設の管理運営については乙が責任をもってあたるものとする。 
５ 補完施設の管理運営について応援が必要な場合は、甲の要請又は乙の状況判断により、

乙は可能な限り甲に協力するものとする。 
６ 施設が補完施設として開設されている間は、甲は必要に応じた範囲内で一般利用の制

限を行うものとする。乙は、甲に協力して一般利用者への連絡・周知を行うものとする。 
７ 補完施設の閉鎖については、復旧状況等を考慮し、甲が決定するものとする。 
 （経費の負担） 
第８条 前条の措置に伴う損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担する

ことを原則として、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、災害救助法（昭和 22

年法律第 118 号）が適用された場合は、甲が負担する。その場合の負担額は、災害救助

法施行細則による救助の程度等（昭和 40年神奈川県告示第 561号）に定めるところによ

る。 
（備蓄及び訓練等） 

第９条 乙は、横浜市震災対策条例（平成 25年２月横浜市条例第４号）第８条に定める事

業者としての基本的責務として、事業者自らの負担と責任において、その管理する施設

及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、

救出救助等のための資材及び機材の整備その他の震災対策の推進を図らなければならな

い。 
２ 乙は、前項に定めるものに加え、甲が準備する補完施設用の物資の備蓄に努め、また、

訓練等に対し積極的に協力するよう努めなければならない。 
３ 乙は、その能力を活用して積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めなけ

ればならない。 
４ 乙は、施設の職員等が災害時等の対応に関する知識又は技術を習得できるように、防

災訓練等に参加する機会を提供するよう努めなければならない。 



 （補償等） 
第 10条 横浜市震災対策条例（平成 25年２月横浜市条例第４号）第 36条に基づき、横浜

市長は、本協定に係る業務に従事した者が、その業務に起因して死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法（昭

和 22 年法律第 50 号）その他の法令等の規定による補償等が行われるときを除き、当該

業務に従事した者に、横浜市消防団員等公務災害等補償条例（平成９年 10月横浜市条例

第 60号）中応急措置従事者に係る補償の規定を適用するとした場合の補償の額を限度と

して、補償を行うことができる。 

２ 横浜市震災対策条例（平成 25 年２月横浜市条例第４号）第 36 条に基づき、横浜市長

は、本協定に係る業務に従事した者が、その業務を遂行するに当たり他人に損害を与え

た場合（当該損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。）に

おいて必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべ

き損害賠償の責任の限度において賠償を行うことができる。 

（その他） 
第 11条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度甲乙

両者が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 
第 12条 この協定書の有効期間は、令和４年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 
 
 本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自１通を保

有する。 

 

 

 年 月 日 

 

甲 住所   横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市 

横浜市緑区長       印 

 

乙 住所    

   名称    

   代表者   

  印 
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